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事
務
局
職
制
に
関
す
る
規
則

（
平
成
四
年
十
二
月
十
八
日
規
則
第
五
十
三
号
）

平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日

改
正

同

一
一
年

二
月
一
九
日

同

一
三
年

三
月

二
日

同

一
三
年

七
月
一
二
日

同

一
五
年

二
月
二
一
日

同

一
七
年

三
月
一
七
日

同

一
八
年

三
月
一
六
日

同

二
〇
年

三
月
一
四
日

同

二
四
年

九
月
一
四
日

同

二
六
年

一
月
一
七
日

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
事
務
局
職
制
（
会
規
第
一
号
）
第
三
条
に

基
づ
き
、
事
務
局
の
職
制
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
職
制
）

第
二
条

職
員
の
職
制
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

部
長

二

課
長
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三

課
長
補
佐

四

主
任

五

課
員

（
部
長
）

第
三
条

事
務
総
長
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
部
長
を
任
命
し
、
各

部
に
配
属
す
る
。

２

部
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
次
の
職
務
を
行
う
。

一

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う

）
の
会

。

務
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案

二

連
合
会
の
会
務
に
関
す
る
対
外
的
折
衝

三

連
合
会
内
の
各
機
関
等
と
の
連
絡
及
び
調
整

四

部
内
の
各
課
の
連
絡
及
び
調
整

五

部
に
所
属
す
る
課
長
及
び
課
員
の
指
導
監
督

六

他
の
部
と
の
連
絡
及
び
調
整

（
課
長
）

第
四
条

事
務
総
長
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
課
長
を
任
命
し
、
各

課
に
配
属
す
る
。

２

課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
次
の
職
務
を
行
う
。

一

連
合
会
の
会
務
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案

二

各
課
と
の
連
絡
及
び
調
整

三

課
務
の
掌
理
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四

課
員
の
指
導
及
び
監
督

（
課
長
補
佐
）

、

、

第
五
条

事
務
総
長
は

会
長
の
同
意
を
得
て
課
長
補
佐
を
任
命
し

各
課
に
配
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

課
長
補
佐
は
、
課
長
を
補
佐
し
、
又
は
課
長
の
命
を
受
け
、
若

し
く
は
課
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
主
任
）

第
六
条

事
務
総
長
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
主
任
を
任
命
し
、
各

課
に
配
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
任
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
次
の
職
務
を
行
う
。

一

課
員
に
対
す
る
業
務
指
導
及
び
援
助

二

所
管
業
務
及
び
関
連
業
務
に
関
す
る
課
長
へ
の
助
言
及
び
協

力
（
課
員
）

第
七
条

課
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
担
当
事
務
を
行
う
。

（
解
任
）

第
八
条

事
務
総
長
は
、
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
の
同

意
を
得
て
、
部
長
、
課
長
、
課
長
補
佐
又
は
主
任
の
職
を
解
く
こ

と
が
で
き
る
。

（
任
免
基
準
等
）

第
九
条

部
長
、
課
長
、
課
長
補
佐
及
び
主
任
の
任
免
基
準
、
資
格
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及
び
任
免
手
続
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

（
事
務
の
分
掌
）

第
十
条

事
務
局
に
、
そ
の
事
務
を
分
掌
す
る
た
め
、
次
の
部
を
置

く
。

一

総
務
部

二

審
査
部

三

法
制
部

四

人
権
部

五

業
務
部

六

企
画
部

２

総
務
部
に
、
次
の
課
を
置
く
。

一

総
務
課

二

情
報
シ
ス
テ
ム
・
施
設
管
理
課

三

経
理
課

四

人
事
課

３

審
査
部
に
、
次
の
課
を
置
く
。

一

審
査
第
一
課

二

審
査
第
二
課

三

審
査
第
三
課

４

法
制
部
に
、
次
の
課
を
置
く
。

一

法
制
第
一
課
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二

法
制
第
二
課

５

人
権
部
に
、
次
の
課
を
置
く
。

一

人
権
第
一
課

二

人
権
第
二
課

６

業
務
部
に
、
次
の
課
を
置
く
。

一

業
務
第
一
課

二

業
務
第
二
課

三

業
務
第
三
課

７

企
画
部
に
、
次
の
課
を
置
く
。

一

企
画
課

二

広
報
課

三

国
際
課

（
各
課
の
所
管
事
項
）

第
十
一
条

各
課
の
所
管
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

（
事
務
分
掌
の
指
示
）

第
十
二
条

事
務
総
長
は
、
特
定
の
部
、
課
及
び
職
員
に
対
し
、
特

定
の
事
項
を
指
定
し
て
そ
の
処
理
又
は
兼
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
関
連
団
体
へ
の
出
向
者
の
取
扱
）

第
十
三
条

第
二
条
の
規
定
は
、
連
合
会
の
関
連
団
体
に
出
向
中
の

者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

事
務
局
職
制
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
九
号
）
は
、
こ
の

規
則
施
行
と
同
時
に
廃
止
す
る
。

附

則
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
改
正
）

第
十
一
条
、
第
十
七
条
な
い
し
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平

成
十
一
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
一
年
二
月
一
九
日
改
正
）

第
十
一
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
七
条
第
九
号
並
び

に
第
二
十
一
条
な
い
し
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
一
年

七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
三
年
三
月
二
日
改
正
）

第
十
五
条
第
七
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
三
年
八
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
三
年
七
月
一
二
日
改
正
）

第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十

二
条
な
い
し
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
三
年
八
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
五
年
二
月
二
一
日
改
正
）

第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十

五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附

則
（
平
成
一
七
年
三
月
一
七
日
改
正
）

１

第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
（
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
四
条

ず
つ
繰
り
上
げ
る
部
分
を
含
む

）
の
改
正
規
定
、
第
五
条
に
繰

。

り
上
げ
る
第
九
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定

第
十
条

見

、

（

。）

、

出
し
及
び
同
条
を
第
九
条
と
す
る
部
分
を
含
む

の
改
正
規
定

第
十
一
条
を
第
十
条
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
二
条
か
ら
第

十
四
条
ま
で
（
各
条
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
部
分
を
含
む

）。

の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
十
一
条
（
同
条
を
第
十
条
と
す
る
部
分
を
除
く

）
の
改
正

。

規
定
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
八
年
三
月
一
六
日
改
正
）

第
十
条
第
三
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
四
日
改
正
）

第
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
七
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
四
年
九
月
一
四
日
改
正
）

第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
改
正
）

第
十
条
第
六
項
第
三
号
（
新
設
）
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
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年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


